
業務改善助成金の活用例

生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金を引
き上げる中小企業・小規模事業者を支援する助成
金制度です。

賃金引上げ 設備投資等
設備投資等に要した
費用の一部を助成

事業場内の
最低賃金を
引き上げよう！

問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター
ＴＥＬ：0120-366-440

飲食業、宿泊業、卸・小売業、生
活関連サービス業、医療・福祉業、
製造業等の活用例の抜粋を載せ
ています。



業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の
引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）
業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは︖

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック︕

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等（POSレジシステムやリフト付き特殊車
両の導入など）が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。（詳しくは中面へ。）

対象事業者・申請の単位など
• 中小企業・小規模事業者であること
• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック︕

別々
に
申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
＜例＞
○事業場内最低賃金が898円
→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

令和５年12月26日改正版

令和５年度業務改善助成金のご案内
申請期限が延長されました︕

申請期限が延長されました︕
業務改善助成金の申請期限について、賃金引上げ計画を立てて申請いただくもののみ、令和６年３月
31日に延長されました。

申請期限 事業完了期限 留意事項

賃金引上
げ計画を
立てて申
請

令和６年３
月31日に
延長

・令和６年１月31日までの申請分
令和６年２月28日までに設定いた
だきます。

・令和６年２月１日以降の申請分
令和６年４月１日～令和７年２月
28日に設定いただきます。

・事業完了期限を令和６年２月28日までに
設定いただいた場合でも、年度内に事業完了
が見込まれない場合は翌年度に再設定いただ
く場合がございます。

・令和６年４月１日以降に事業完了期限を設
定いただいた場合、交付決定前（令和６年３
月31日まで）に設備導入をすると対象外と
なります。

賃金引上
げ後に申
請（※）

令和６年１
月31日まで

※ 事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者のみが対象。
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助成上限額・助成率

コース
区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数

助成上限額

右記以外
の事業者

事業場規模
30人未満の
事業者

30円
コース 30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円
２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円
４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円
７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円
10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース 45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円
２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円
４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円
７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円
10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース 60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円
２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円
４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円
７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円
10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース 90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円
２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円
４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円
７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円
10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

9 0 0円未満 9/10

9 0 0円以上
950円未満 ４/５(9/10)

9 5 0円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げ
る場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者
▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者
が「引き上げる労働者」に算入されます。
（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例︓事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞
Ａ︓事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可
Ｂ︓申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可
Ｃ︓Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上
げているので、算入可

Ｄ︓既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

① 賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

② 生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示
す指標の直近３か月間の月平均値が
前年、前々年または３年前の同じ月
に比べて、15％以上減少している事
業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的
環境の変化等の外的要因により、申
請前３か月間のうち任意の１か月の
利益率が前年同月に比べ３％ポイン
ト※以上低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン
トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは︖＞
事業場で最も低い時間給を指します。
（ただし、業務改善助成金では、雇入
れ後３か月を経過した労働者の事業場
内最低賃金を引き上げていただく必要
があります。）
事業場内最低賃金の計算方法は、地域
別最低賃金（国が例年10月頃に改定す
る都道府県単位の最低賃金額）と同様、
最低賃金法第４条及び最低賃金法施行
規則第１条又は第２条の規定に基づい
て算定されます。
ご不明点があれば、管轄の労働局雇用
環境・均等部室または賃金課室までお
尋ねください。
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助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上
に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ
ン等は新規導入に限ります）。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲
で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に
配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す
るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費 一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ） 助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、
• 定員７人以上または車両本体価格200万
円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺
機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に
「関連する経費」※ × 〇 広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、

汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索
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注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.12.26）

• 地域別最低賃金の発効に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場
合、発効日の前日までに引き上げ
ていただく必要があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

賃金引き上げに当たっての注意点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」
最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト
全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください
電話番号︓0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）まで
に事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を完了

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（905円→950円）を実施

対象外対象︕

交付申請書等の提出先︓香川労働局 助成金センター
〒760-0019 高松市サンポート2-1高松シンボルタワー タワー棟12階
電話︓087-823-0505
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【業務改善助成金に関する事例】

キッチン業務の効率を上げる機器と Q R コードオーダーシステムの導入に

より業務効率化

【企業概要】 【所在地】三重県 【従業員数】30人 【事業内容】宿泊業

人手によるおにぎり作りや食器洗浄、 また炊飯機の設定や、 客席へオーダーを取りに行き厨房へ伝えに戻るにも時間

がかかっていた。そのため、設備投資による業務効率化を検討してきた。

おにぎり製造や食器洗いを自動化し、 炊飯器の設定作業の簡略化や炊飯時間を短縮化、 またオーダー業務を正確か

つ迅速に行いたいと考えた。そこで、助成金を活用して、おにぎり製造機、食器洗浄機、自動炊飯器、 Q Rコードオーダー

システムを導入した。

＜導入前＞ ＜導入後
＞

さらなる工夫

パート従業員も含め

て評価制度を導入

し、本人も納得のい

く適正な評価につな

げている。

おにぎり製造機の導入により、製造者が３名から１ 名に省力化し、他の業務に人員を配置できるようになった。また、食

器洗浄機の導入により、短時間で作業できるようになった。さらに、 自動炊飯器を導入することで、設定や操作が簡単に

なった上、炊飯時間も短縮できた。そして、 Q Rコードオーダーシステムを導入することで、オーダー業務がミスなく短時間

でできるようになった。

キッチンやホールの業務効率化により生産性が向上し、 1 0人の従業員の時間給 （事業場内最低賃金） を平均1 49円

引き上げた。さらに、事業場内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ
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【業務改善助成金に関する事例】

デリバリー拡充のためのコンサルティングと必要なシステム・機材を導入し

て売上を拡大

【企業概要】 【所在地】愛知県 【従業員数】5人 【事業内容】飲食業

店内飲食が減少していたため、 コンサルティングと設備投資により、販売増と業務効率化を検討した。

デリバリー販売を拡大し、揚げ物を短時間で大量に調理することで、 多くの注文を受けて処理したいと考えた。そこで、

助成金を活用して、デリバリーサイトへの掲載内容についてコンサルティングを受け、受注システム、配達用３輪バイク、二層

フライヤーを導入した。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

従業員が創作した

料理を持ち寄って新

メニューの検討をす

ることで、時流に

沿った商品提供をし

ている。

コンサルティングを受けてデリバリーサイトへの掲載と受注システムの導入をすることで、電話応対がなくなり配達エリアや

配達住所の管理が正確に行えるようになった。また、 ３輪バイクの導入で配達時間が１日1 . 5時間削減され、二層フライ

ヤーの導入で６件の注文を一度に調理することができるようになった。

デリバリーの注文受付から配達までの工程と、揚げ物調理の効率化により生産性が向上し、 １人の従業員の時間給（事

業場内最低賃金） を1 00円引き上げた。さらに、事業場内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ
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【業務改善助成金に関する事例】

スチームコンベクションオーブンの導入と厨房のレイアウト変更により料理

の提供工程を効率化

【企業概要】 【所在地】神奈川県 【従業員数】22人 【事業内容】飲食業

一度に大量の調理ができなかったり、 ２階にも１ 階の製氷機から運ばなければならず、また厨房の動線が悪くて料理の

提供に時間がかかっていたため、設備投資による業務効率化を検討した。

より多くのパン製造や調理をしたり、動線を改善して氷の使用や料理の提供をより円滑に行いたいと考えた。そこで、助

成金を活用してスチームコンベクションオーブンと製氷機を導入し、厨房のレイアウト変更を行った。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

各店舗の成功事例

を共有することで波

及効果が得られて

いる。

スチームコンベクションオーブンの導入により、パンの焼成時間は約1 /6になり、野菜の茹で時間は約1 /3になった。ま

た、 ２階に製氷機を設置したことにより氷を１階から２階に運ぶ必要がなくなった。さらに、壁の撤去や冷蔵庫とシンクの間

を移動しやすいようにレイアウト変更したことにより動線が改善され、業務時間も５～1 0％削減できた。

料理を提供する工程の効率化により生産性が向上し、 ４人の従業員の時間給 （事業場内最低賃金） を平均81 円引き

上げた。さらに、事業場内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ
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【業務改善助成金に関する事例】

旧式の在庫管理システムの入替による在庫確認の迅速化と棚卸作業の削

減

【企業概要】 【所在地】鳥取県 【従業員数】23人 【事業内容】卸売業

既存のシステムは、最新のOSに対応できないほど古いままだった。また、在庫管理を手作業で行っており、 毎週実施す

る棚卸作業に時間がかかっていたため、 設備投資による業務効率化を検討した。

卸売業の特性上、多種大量の商品の在庫管理が必要となり、負担を軽減したいと考えた。そこで、助成金を活用して旧

式の在庫管理システムを新しいシステムに入れ替えた。

＜導入前＞ ＜導入後＞

在庫管理システムの入替により、毎週の棚卸作業に費やす時間が無くなり、 迅速に在庫量や在庫金額を把握できるよう

になった。

システムの入替により生産性が向上し５人の従業員の時間給 （事業場内最低賃金） を30円引き上げた。さらに、事業場

内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ

12 



13 



14 



【業務改善助成金に関する事例】

理容店専用の業務管理システムを導入し、経営情報を一元管理して業務

効率化

【企業概要】 【所在地】京都府 【従業員数】2人 【事業内容】理容業

会計を手作業で行っており、 時間がかかり、 ミスもあった。また、顧客管理や在庫管理を紙で行っていたので、探す手間

がかかっていた。そのため、設備投資による業務効率化を検討した。

会計時の手作業の負担や会計ミス、レジ待ち時間も減らしたいと考えた。また、予約対応や顧客情報、 在庫情報、売上

情報も効率的に一元管理したいと考えた。そこで、助成金を活用して理容店専用の業務システムを導入した。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

売上データや来店

予測機能を顧客拡

大に活用することが

できるようになった。

業務管理システムを導入することで、予約対応に係る時間が１ 日あたり1 0%程度短縮、また在庫管理や精算処理に係

る時間が半減し、接客対応にかける時間を増やすことができた。

機器の導入により生産性が向上し１ 人の従業員の時間給 （事業場内最低賃金） を61 円引き上げた。さらに、事業場内

最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ

こにメモ
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【業務改善助成金に関する事例】

赤外線治療器とセラミック電気温灸器の導入及び研修の実施により業務

効率化を図ることで受入患者数を拡大

【企業概要】 【所在地】奈良県 【従業員数】1人 【事業内容】鍼灸業

施術者の経験の差による技量の違いが出ていたため、設備投資と研修により、業務効率化を検討した。

各人の技量の違いをカバーした上で、 より短時間で効果の上がる施術を行い、 業務の効率化と顧客の拡大をしたいと

考えた。 そこで、 助成金を活用して、 赤外線治療器とセラミック電気温灸器を導入し、 生産性向上のための研修を導入し

た。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

効果的な施術に関

する知識や技術を

互いに共有すること

で、施設全体として

より効果的な施術が

提供可能となった。

施術機器の導入により、院長でなければ施術できなかった疾患が他の従業員でも対処できるようになり稼働率が２割高ま

るとともに、施術時間が３割短縮された。 また、研修を通じて、業務分析の実施、生産性向上のための仕組み検討、行動目

標の設定、報告書への記述内容の改善、効果的な情報の発信等を行うことにより、患者数の増加にもつながった。

施術工程の効率化により生産性が向上し、１人の従業員の時間給（事業場内最低賃金）を90円引き上げた。

助成金活用のきっかけ

18にこ



【業務改善助成金に関する事例】

巡回や介助を効率化する機器と新たな福祉車両の導入により業務負担を

軽減

【企業概要】 【所在地】山形県 【従業員数】1 6人 【事業内容】介護事業

利用者の睡眠状態などが事務室からでは把握できず、またトイレや入浴の介助の際に職員の待機時間が長くなることが

あった。また、福祉車両が小さく、車いすの種類によっては載せられなかった。 そのため、設備投資による業務効率化を検

討した。

利用者の睡眠状態を事務室のモニターで確認でき、 利用者や他の職員がボタンで職員を呼べるような機器と、 あらゆる

車いすを電動で載せられる福祉車両を導入したいと考えた。 そこで、助成金を活用して、 ベッドセンサー、 ワイヤレスコー

ル、 新型福祉車両を導入した。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

削減できた時間で、

記録作成、備品管

理、施設清掃、他の

利用者の介助等が

可能になった。

ベッドセンサーとワイヤレスコールの導入により、遠隔でのモニター管理が可能になり、巡回や介助が１ 日の合計で約６

時間削減された。さらに、どのような車いすでも電動にて１人で車両に載せられるようになった。

巡回や介助等の効率化により生産性が向上し、 １人の従業員の時間給（事業場内最低賃金）を

1 34円引き上げた。さらに、事業場内最低賃金を上回る従業員の賃金の引上げを実施した。

助成金活用のきっかけ
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【業務改善助成金に関する事例】

自動餅つき機とベルトコンベアの導入で生産を効率化、視聴覚機器と翻訳

機の導入で外国人従業員の作業水準向上

【企業概要】 【所在地】和歌山県 【従業員数】1 9人 【事業内容】食品製造業

餅の製造や運搬を手作業で行っていたため時間がかかっていた。また、外国人従業員には写真を使って身振り手振りで

作業方法を教えていたため、 教育効果が低かった。 そのため、 設備投資による業務効率化を検討した。

餅の製造や運搬の作業を軽減し、 外国人従業員にもわかりやすく作業方法を教えたいと考えた。 そこで、助成金を活

用して、餅つき機、ベルトコンベア、視聴覚機器、翻訳機を導入した。

＜導入前＞ ＜導入後＞ さらなる工夫

機械装置、照明、原

材料、 人員配置の

見直しを行った。

自動製造・運搬機器により、 ４人必要だった作業が２人でできるようになった。また、視聴覚機器・翻訳機の導入により、

写真を使った説明よりも教育効果が向上した。

製造工程と従業員教育の効率化により生産性が向上し、 1 9人の従業員の時間給 （事業場内最低賃金） を平均65円引

き上げた。

助成金活用のきっかけ
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